
　市は、西宮中央運動公園再整備事業（※）に伴い、４月から西宮中央運
動公園内の施設等を一部閉鎖します。また、公園内の南北方向の園路が通
行止めになります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いし
ます。

所得税および
復興特別所得税

消費税および
地方消費税 贈与税

申告・納期限 3月15日(金) 4月1日(月) 3月15日(金)
振替納税の振替日 4月23日（火） 4月30日（火） 振替納税制度なし

問 西宮税務署（0798・34・3930）

ＨＰ 94963490問 スポーツ推進課（0798・35・3421）

申告・納期限後の納付は加算税や延滞税がかかる場合があります▶
▶所得税・消費税等の納税は、指定の口座から自動引き落としで納付ができる
「振替納税」が便利です。利用には、納期限までに「預貯金口座振替依頼書」
を税務署または金融機関に提出する必要があります
※振替依頼書は、スマホやパソコンからオンライン送信できます
※贈与税の納税は、振替納税制度がありません。スマホアプリ　
　やクレジットカードでの納付をご利用ください

西宮税務署などの申告書作成会場での相談受付は、混雑状況により早めに終了
する場合があります。４月1日まで西宮税務署の駐車場は利用できません

4/1から閉鎖する施設

▷遊具広場
▷陸上競技場
▷中央多目的グラウンド
▷壁打ちテニスコート

通行止めになる園路

公園内の南北方向の園路
（※）同事業について詳しくは、市のホームページをご覧ください

※太線内は工事範囲

電子申告には、マイナンバーカードまたは
税務署発行のID・パスワードが必要です

パソコン・スマホを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で申告書を作成し、自宅等から提出できます

確定申告書等作成
コーナーの入力方法

申告書作成会場は大変混雑します

陸上競技場

園路（通行止め）

園路（通行止め）

壁打ちテニスコート

中央体育館
西宮スポーツ
センター武道場 遊具広場

中央多目的グラウンド

国税庁HP

➡

　令和5(2023)年度住民税均等割のみ課税世帯（※）に10万円を支給します。また、対象世帯のうち子育て世帯を支援するため、
子ども加算給付金を支給します。詳しくは市のホームページでご確認ください。

課税情報は個人情報のため、給付対象となるかどうかはコールセンターでは回答できません

対象
給付額 手続き 支給予定

住民税均等割のみ課税世帯 子ども加算給付

基準日（令和5年12月1日）時点に本市に住民登録があり、
「世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税である世帯」
または
「令和5年度均等割のみ課税の人と令和5年度住民税が
非課税の人で構成される世帯」

18歳以下の児童（平成17年（2005
年）4月2日以降に出生）が
いない世帯

10万円 2月下旬に案内文書を郵送。必要事項を記入し、
口座確認書類を添付の上、4月15日までに返送を

３月下旬
から順次18歳以下の児童（平成17年（2005

年）4月2日以降に出生）が
いる世帯

10万円
＋

児童1人
当たり5万円

2月下旬に案内文書を郵送。4月15日までに
「にしのみやスマート申請（※）」から申請を
（※）案内文書に記載の「子ども加算給付金申請番号」が
必要。申請について詳細は市のホームページで確認を

※課税者から扶養されている人のみで構成される世帯は対象になりません
※令和5年度住民税が非課税の人のみで構成される世帯、令和5年度非課税世帯給付金（７万円）の給付を受けた世帯は給付対象になりません

ＨＰ 88511853

対象に該当する可能性がある世帯でも、同じ世帯内に令和5年度住民税の未申告者（18歳以上65歳未満の非課税相当の人に限る）や、令和5年1月2日以降の転入な
どの理由で本市に課税情報のない人がいる場合は、案内文書を送付していません。申請書をホームページやコールセンターへの依頼で入手し、4月15日までに申請を

・勤務先経由で送付の「令和5年度給与所得等に係る市・県民税特別徴収税額の通知書」の市民税、県民税欄の所得割額⑥に税額がなく均等割　
　額⑦に税額の記載がある人
・本市から送付の「令和5年度市民税・県民税納税通知書」の市民税、県民税欄の所得割額に税額がなく、均等割額に税額の記載がある人

（※）

0120・583・012

西宮市重点支援給付金コールセンター

《受付時間》8:45～17:30(土・日曜、祝・休日を除く)住民税均等割のみ課税世帯
子ども加算給付金

低所得者支援交付金事業NEW

児童1人当たり５万円

10万円
（非課税世帯７万円・均等割のみ課税世帯・子ども加算給付金専用）

自宅等からの電子申告を
納期限・振替納税の振替日

西宮中央運動公園再整備事業に伴い4/1から
スポーツ施設・公園を閉鎖

令和5年(2023年)分　確定申告のお知らせ

パソコン・スマートフォンで

令和6年（2024年）2月25日	 （3）


